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【文言追加】 



「工事請負契約における設計変更ガイドライン」新旧対照表 
新 旧 備考 

１１．変更協議書 
(１)設計変更が必要となった場合は、書面「変更協議書」（別紙様式１）に必要事項を記載し、 

双方確認の上、取り交わすものとする。また、工事の施工については、変更契約を締結後、 
施工するものとする。 

(２)ただし、軽微な設計変更については書面「変更協議書」（別紙様式１）により工事を施工さ 
せることができる。 

(３) 軽微な設計変更とは、設計変更により生じた請負代金の変更額の累計が当初の請負代金 
額の２０％に相当する額（２０％に相当する額が１０００万円を超える場合は１０００万円）以内

の設計変更とする。 

１１．変更協議書 
(１)設計変更事案のうち、軽微な設計変更については書面「変更協議書」（別紙様式１）により、 
工事を施工させることができる。 

(２) 軽微な設計変更とは、設計変更により生じた請負代金の変更額の累計が当初の請負代金 
額の２０％に相当する額（２０％に相当する額が１０００万円を超える場合は１０００万円） 

以内の設計変更とする。 
【項追加】 

 


